
令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 

環境清掃部清掃リサイクル課 

 

フードドライブ事業で回収した食品の提供について 

 

１ 概要 

フードドライブ事業で回収した食品は、区内こども食堂運営団体及び区外フードバンク

団体に提供していたが、区外フードバンク団体提供分を江東区社会福祉協議会に提供する。

このことにより、回収した食品全量が江東区内で活用される。 

 

 

２ 事業内容 

(1) 回収場所 

常設窓口（１７か所）で回収している。 

・庁舎（清掃リサイクル課） 

・無印良品東京有明 

・文化センター（８施設）、スポーツセンター（７施設）（令和５年１月～） 

 

(2) 提供先 

① こども家庭支援課と連携し、区内こども食堂運営団体へ提供【継続】 

② ＮＰＯ法人セカンドハーベストジャパン（台東区）へ提供 

→江東区社会福祉協議会へ提供【新規】 

社会福祉協議会は、区内フードバンク組織と連携・協力し、食品を必要としてい

る世帯に配布する。 

 

 

３ 開始時期（予定） 

令和５年８月 試行実施開始、課題検討 

令和６年３月 区と社会福祉協議会で食品の提供にかかる覚書締結 

令和６年４月 本格実施 

 

 

４ 参考 

令和４年度回収量 ３，００１ｋｇ 
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